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半 期 報 告 書

１ 本書は半期報告書を金融商品取引法第27条の30の２に規定する開示

用電子情報処理組織(EDINET)を使用し提出したデータに目次及び頁を

付して出力・印刷したものであります。

２ 本書には、上記の方法により提出した半期報告書に添付された中間

監査報告書を末尾に綴じ込んでおります。
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【電話番号】 （03）5441-1924

（注）平成30年11月26日から本店は下記に移転する予定であります。

本店の所在の場所 東京都港区芝公園一丁目１番１号

　 電話番号 (03) 3432-6140

【事務連絡者氏名】 経理部長 中 一男

【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝一丁目５番９号

【電話番号】 （03）5441-1924

（注）平成30年11月26日から最寄りの連絡場所は下記に移転する予定

　 であります。

最寄りの連絡場所 東京都港区芝公園一丁目１番１号

　 電話番号 (03) 3432-6140

【事務連絡者氏名】 経理部長 中 一男

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

決算短信（宝印刷） 2018年11月09日 13時54分 5ページ（Tess 1.50(64) 20180621_01）



― 2 ―

第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次 第35期中 第36期中 第37期中 第35期 第36期

会計期間

自 平成28年
　 ３月１日
至 平成28年
　 ８月31日

自 平成29年
　 ３月１日
至 平成29年
　 ８月31日

自 平成30年
　 ３月１日
至 平成30年
　 ８月31日

自 平成28年
　 ３月１日
至 平成29年
　 ２月28日

自 平成29年
　 ３月１日
至 平成30年
　 ２月28日

営業収益 (百万円) － － 19,839 37,619 38,600

経常利益 (百万円) － － 4,120 4,093 5,374

中間(当期)純利益 (百万円) － － 2,790 2,239 3,596

持分法を適用した場合
の投資利益

(百万円) － － － － －

資本金 (百万円) － － 14,374 14,374 14,374

発行済株式総数 (株) － － 560 79,323,844 14

純資産額 (百万円) － － 49,085 59,950 63,151

総資産額 (百万円) － － 272,483 263,423 267,306

１株当たり純資産額 (円) － － 109,078,872.95 107,053,630.48 112,770,352.95

１株当たり中間
(当期)純利益

(円) － － 6,000,594.26 3,999,317.74 6,422,661.88

潜在株式調整後
１株当たり中間
(当期)純利益

(円) － － － － －

１株当たり配当額 (円) － － － 10.00 －

自己資本比率 (％) － － 18.0 22.8 23.6

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) － － △841 △6,755 △3,231

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) － － △770 △675 △1,515

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) － － 1,558 8,204 913

現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高

(百万円) － － 5,081 8,976 5,137

従業員数
(名)

－ － 399 365 391

（外、平均臨時従業員
数）

(－) (－) (203) (223) (217)

(注) １ 営業収益には、消費税等は含まれておりません。

２ 当社は、第35期中及び第36期中については四半期報告書を提出しており、中間財務諸表を作成していないた

め、当該経営指標等については記載しておりません。

３ 持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。

４ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

５ 当社は、平成30年２月６日付で普通株式5,557,600株につき１株の株式併合を行いました。また、平成30年３

月８日付で普通株式１株につき40株の株式分割を行っております。第35期の期首に当該株式併合及び株式分割

が行われたと仮定して、１株当たり純資産額及び１株当たり中間(当期)純利益を算定しております。
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２ 【事業の内容】

当中間会計期間において、当社及び当社の関係会社が営んでいる事業の内容に重要な変更はありません。

　また、重要な関係会社の異動については、「３ 関係会社の状況」に記載しております。

３ 【関係会社の状況】

平成30年８月16日付で当社のその他の関係会社であるユニー・ファミリーマートホールディングス㈱が、伊藤忠商

事㈱の子会社となったことにより、伊藤忠商事㈱は当社のその他の関係会社から親会社へ変更となっております。

また、以下の会社が新たに当社の関係会社となりました。

　名称 住所
資本金
(百万円)

主要な事業
の内容

議決権の所有
（被所有）割合(％)

関係内容

所有 被所有

(その他の関係会社)

㈱ＧＩＴ 東京都港区 100

金融サービス

の開発、提供

及び投資運用

業

― 46.0 ―

(注) 伊藤忠商事㈱は保有していた当社普通株式を、平成30年３月29日付で、伊藤忠商事㈱の完全子会社である㈱Ｇ

ＩＴに譲渡しました。これに伴い㈱ＧＩＴは当社のその他の関係会社となりました。

４ 【従業員の状況】

(1) 提出会社の状況

平成30年８月31日現在

従業員数(名)
399

(203)

(注) １ 従業員数は、就業人員数により記載しております。

２ 従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の中間会計期間の平均雇用人員数であります。

３ 臨時従業員数には、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。

(2) 労働組合の状況

　 労使関係については、特に記載すべき事項はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【業績等の概要】

(1) 業績

当中間会計期間におけるわが国経済は、海外経済の不確実性や金融資本市場の変動の影響等に留意する必要があ

ったものの、雇用・所得環境の改善を背景に、各種政策の効果もあり、緩やかな回復の動きが続きました。

クレジットカード業界につきましては、カードショッピングは、サービス内容の多様化やカード決済範囲の拡大

等、利便性の向上を背景に引き続き拡大傾向を維持しましたが、一方でカードキャッシングは、取扱高において改

善傾向が見られるものの、貸金業法改正に伴う総量規制の影響等により融資残高は引き続き減少する等厳しい環境

となりました。

このような環境の中、当社は「暮らしに密着した付加価値の高いサービスを創造する」を企業ビジョンに掲げ、

①ファミマＴカード事業のさらなる強化、②既存事業の安定的拡大、③サービス＆オペレーションの競争力強化、

④持続的成長を実現するための体制強化の４つの重点課題への取り組みを進めてまいりました。

当中間会計期間における当社の営業収益につきましては、信用購入あっせん部門は、成長戦略の中核を担う「フ

ァミマＴカード事業」の持続的な拡大に伴い、ショッピングリボ残高が堅調に推移したこと等により、信用購入あ

っせん収益は160億４百万円となりました。一方、融資部門は、総量規制の影響等により引き続き残高が減少し、融

資収益は25億72百万円となりました。

以上の結果、営業収益全体では198億39百万円となりました。

営業費用につきましては、新規会員獲得の強化に伴う費用等が増加したものの、利息返還関連費用等の減少によ

り157億14百万円となりました。

以上の結果、営業利益41億24百万円、経常利益41億20百万円、中間純利益27億90百万円となりました。

なお、前年同期においては四半期報告書を提出しており、前中間会計期間の中間財務諸表は作成していないため、

前年同期との比較分析は行っておりません。

(以下「(2)キャッシュ・フローの状況」においても同じ。)

　

(2) キャッシュ・フローの状況

当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前事業年度末に比べ、56百万円

の減少の50億81百万円となりました。

　① 営業活動におけるキャッシュ・フロー

当中間会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、８億41百万円の減少となりました。これは主

に、割賦売掛金の増加額が73億94百万円となった一方で、仕入債務の増加額が８億79百万円、営業貸付金の減少

額が７億98百万円となったこと及び減価償却費を４億30百万円、税引前中間純利益を41億42百万円計上したこと

によるものであります。

② 投資活動におけるキャッシュ・フロー

当中間会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、７億70百万円の減少となりました。これは主

に、システム開発に伴う無形固定資産の取得による支出が２億51百万円、事業所移転に伴う敷金の差入による支

出が２億72百万円となったことによるものであります。

③ 財務活動におけるキャッシュ・フロー

当中間会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、15億58百万円の増加となりました。これは主

に、長期借入れによる収入が232億72百万円となった一方で、自己株式の取得による支出が200億６百万円となっ

たことによるものであります。
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２ 【営業実績】

前年同期においては四半期報告書を提出しており、前中間会計期間の中間財務諸表は作成していないため、前年同

期の数値は記載しておりません。

(1) 部門別取扱高

部門別
当中間会計期間

自 平成30年３月１日
至 平成30年８月31日

包括信用購入あっせん(百万円) 239,177

個別信用購入あっせん(百万円) 170

融資(百万円) 15,136

その他(百万円) 2,299

計(百万円) 256,784

(注)１ 取扱高は、元本取扱高であります。

２ 各部門別の取扱高の内容及び範囲は次のとおりであります。
包括信用購入あっせん クレジットカードによる包括的な与信に基づいたあっせん取引であり、取扱高の

範囲はクレジット対象額であります。

個別信用購入あっせん クレジットカードを用いず、取引の都度当社が顧客に対する与信審査、与信判断
等を行うあっせん取引であり、取扱高の範囲はクレジット対象額であります。

融資 直接会員又は顧客に金銭を貸付ける取引であり、取扱高の範囲は会員又は顧客に
対する融資額であります。

その他 保険代理店業務による取引であり、取扱高の範囲は顧客の支払保険料でありま
す。

３ 取扱高には、消費税等は含めておりません(包括信用購入あっせん及び個別信用購入あっせんを除く)。

　

(2) 部門別営業収益

部門別
当中間会計期間

自 平成30年３月１日
至 平成30年８月31日

包括信用購入あっせん(百万円) 15,985

個別信用購入あっせん(百万円) 18

融資(百万円) 2,572

その他(百万円) 1,262

計(百万円) 19,839

(注) 営業収益には、消費税等は含めておりません。
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(3) 営業貸付金等の内訳

① 貸付金の種別残高内訳
平成30年８月31日現在

貸付種別 件数(件)
構成割合
(％)

残高
(百万円)

構成割合
(％)

平均約定金利
(％)

消費者向

無担保(住宅向を除く) 198,721 98.6 33,390 96.1 15.10

不動産担保(住宅向を除く) 　― ― ― ― ―

住宅向 ― ― ― ― ―

計 198,721 98.6 33,390 96.1 15.10

事業者向 2,769 1.4 1,354 3.9 13.31

計 2,769 1.4 1,354 3.9 13.31

合計 201,490 100.0 34,745 100.0 15.03

　

② 資金調達内訳
平成30年８月31日現在

借入先等 残高(百万円) 平均調達金利(％)

金融機関等からの借入 121,112 0.59

その他 69,000 0.35

　 社債、コマーシャル・ペーパー 69,000 0.35

合計 190,112 0.51

自己資本 73,563 ―

　 資本金・出資金 14,374 ―

(注) 自己資本は、資産の合計額より負債の合計額並びに配当金の予定額を控除し、引当金(特別法上の引当金を含
む)の合計額を加えた額であります。

　

③ 業種別貸付金残高内訳
平成30年８月31日現在

業種別 先数(件) 構成割合(％) 残高(百万円) 構成割合(％)

製造業 84 0.0 48 0.1

建設業 1,047 0.5 460 1.3

電気・ガス・熱供給・水道業 ― ― ― ―

運輸・通信業 ― ― ― ―

卸売・小売業、飲食業 718 0.4 376 1.1

金融・保険業 ― ― ― ―

不動産業 ― ― ― ―

サービス業 368 0.2 195 0.6

個人 197,516 98.6 33,390 96.1

その他 541 0.3 274 0.8

合計 200,274 100.0 34,745 100.0

　

決算短信（宝印刷） 2018年11月09日 13時54分 10ページ（Tess 1.50(64) 20180621_01）



― 7 ―

④ 担保別貸付金残高内訳
平成30年８月31日現在

受入担保の種類 残高(百万円) 構成割合(％)

有価証券 ― ―

　 うち株式 ― ―

債権 ― ―

　 うち預金 ― ―

商品 ― ―

不動産 ― ―

財団 ― ―

その他 ― ―

計 ― ―

保証 ― ―

無担保 34,745 100.0

合計 34,745 100.0

⑤ 期間別貸付金残高内訳
平成30年８月31日現在

期間別 件数(件) 構成割合(％) 残高(百万円) 構成割合(％)

リボルビング 193,137 95.9 33,661 96.9

１年以下 8,136 4.0 945 2.7

１年超５年以下 211 0.1 133 0.4

５年超10年以下 6 0.0 5 0.0

10年超15年以下 ― ― ― ―

15年超20年以下 ― ― ― ―

20年超25年以下 ― ― ― ―

25年超 ― ― ― ―

合計 201,490 100.0 34,745 100.0

１件当たり平均期間 ―

(注)１ リボルビング方式による貸付金は、期間によらず、リボルビングの欄に計上しております。
２ １件当たり平均期間は、リボルビングが含まれるため算出しておりません。
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(4) 割賦売掛金残高

部門別
当中間会計期間末

平成30年８月31日現在

包括信用購入あっせん(百万円) 229,570

個別信用購入あっせん(百万円) 386

計(百万円) 229,957

(5) 営業貸付金残高

部門別
当中間会計期間末

平成30年８月31日現在

融資(百万円) 34,745

計(百万円) 34,745

　

(6) クレジットカード会員数及び利用件数

区分
当中間会計期間

自 平成30年３月１日
至 平成30年８月31日

クレジットカード会員数(名) 4,746,489

利用件数

包括信用購入あっせん(件) 9,351,074

個別信用購入あっせん(件) 122

消費者融資(件) 66,701

計(件) 9,417,897

(注) 利用件数については、平成30年８月における月間利用件数であります。
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３ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

当中間会計期間において、経営方針、経営環境及び対処すべき課題等において重要な変更はありません。

　

４ 【事業等のリスク】

当中間会計期間において、当半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判

断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」

について重要な変更はありません。

５ 【経営上の重要な契約等】

　該当事項はありません。

６ 【研究開発活動】

　該当事項はありません。

　

７ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

当社は、親会社である伊藤忠商事㈱、並びにその他の関係会社である、㈱ＧＩＴ、ユニー・ファミリーマートホ

ールディングス㈱、㈱ファミリーマート、㈱三井住友フィナンシャルグループ及び㈱三井住友銀行と協力し、包括

信用購入あっせん、個別信用購入あっせん、融資等の金融サービス事業、保険代理店業等を営んでおり、規模によ

らない独自のセグメントに強みを発揮する競争力の高い企業を目指しております。

当社の主な営業収益は、クレジットカード利用による包括信用購入あっせん収益、融資収益、クレジットカード

の年会費収入、並びに保険代理店業による手数料収入等から成っております。

また、主な営業費用は、金融費用、カード獲得・利用に伴う販売費用、貸倒関連費用、人件費等であります。

なお、文中において将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は半期報告書提出日現在において当社が

判断したものであります。

　

(1) 重要な会計方針及び見積り

当社の中間財務諸表はわが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されておりま

す。この中間財務諸表の作成にあたって、必要と思われる見積りは合理的な基準に基づいて実施しております。

なお、当社の中間財務諸表で採用する重要な会計方針は、「第５ 経理の状況 １．中間財務諸表等 （1）中

間財務諸表 注記事項 重要な会計方針」に記載しております。

　

(2) 経営成績の分析

当中間会計期間の業績につきましては、営業収益が198億39百万円、営業費用が157億14百万円となった結果、

営業利益は41億24百万円、経常利益は41億20百万円、中間純利益は27億90百万円となりました。

なお、前年同期においては四半期報告書を提出しており、前中間会計期間の中間財務諸表は作成していないた

め、前年同期との比較分析は行っておりません。
　

① 営業収益

信用購入あっせん部門は、成長戦略の中核を担う「ファミマＴカード事業」の持続的な拡大に伴い、信用購

入あっせん収益が160億４百万円となりました。

融資部門は、総量規制の影響等により引き続き厳しい状況にあり、融資収益は25億72百万円となりました。

また、保険サービスからの手数料収入や年会費収入などを含むその他の収益は12億62百万円となりました。

以上の結果、営業収益全体では198億39百万円となりました。
　

② 営業費用

営業費用につきましては、新規会員獲得の強化に伴う費用等が増加したものの、利息返還関連費用等の減少

により157億14百万円となりました。
　

③ 中間純利益

当中間会計期間における税引前中間純利益は41億42百万円となりました。税効果会計適用後の法人税等負担

額は13億51百万円となりました。以上の結果、中間純利益は27億90百万円となりました。
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(3) 財政状態に関する分析

（資産、負債、純資産の状況）

① 資産の部

当中間会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べて51億77百万円増加し、2,724億83百万円となりま

した。これは主に、割賦売掛金が73億94百万円増加した一方で、現金及び預金が56百万円減少したこと及び営

業貸付金が７億98百万円減少したことによるものであります。
　

② 負債の部

当中間会計期間末における負債合計につきましては、前事業年度末に比べて192億43百万円増加し、2,233億

98百万円となりました。これは主に、有利子負債が183億59百万円増加したこと及び買掛金が８億79百万円増加

したことによるものであります。
　

③ 純資産の部

当中間会計期間末における純資産合計につきましては、前事業年度末に比べて140億65百万円減少し、490億

85百万円となりました。これは主に、利益剰余金が23億14百万円増加したこと及び自己株式が163億79百万円減

少したことによるものであります。また自己資本比率は、18.0％となりました。

　

(4) キャッシュ・フローの状況

詳細は、「第２ 事業の状況 １ 業績等の概要 (２)キャッシュ・フローの状況」をご参照ください。

　

(5) 資金調達及び資金の流動性

当社は、信用購入あっせん、融資、設備投資、各種経費の支払等に対して、流動性のある資金を必要としてお

り、かかる資金需要に備え、資金調達の安定性強化と資金調達コストの圧縮を図るため、資金調達方法を多様化

し、調達先を分散しております。

具体的には、当社の資金調達は、間接調達(金融機関調達)と直接調達(資本市場調達)で構成されています。間

接調達は都市銀行、信託銀行、地方銀行等からの借入であり、直接調達は、社債及びコマーシャル・ペーパーの

発行による調達であります。

なお、当中間会計期間の資金調達残高全体に対する直接調達残高の比率は36.3％となっており、同比率を、金

融環境等に応じて機動的にコントロールし、最適な調達構成を目指しております。

当社は、当中間会計期間末の現金及び現金同等物、今後の営業活動によって得られるキャッシュ・フロー並び

に既存の間接、直接調達による資金が、当面の営業活動を維持するのに十分な水準であると考えております。
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第３ 【設備の状況】

１ 【主要な設備の状況】

当中間会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

２ 【設備の新設、除却等の計画】

当中間会計期間において、前事業年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等について、重要な変更並びに

重要な設備計画の完了はありません。

また、当中間会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画は次のとおりであります。

　

(1) 重要な設備の新設等

事業所名
(所在地)

セグメ
ントの
名称

設備の内容
設備計画の
必要性

投資予定額
資金調達
方法

着手年月
完成予定
年月総額

(百万円)
既支払額
(百万円)

本社
(東京都港区)

金融サー
ビス事業

本社機能
移転・池
袋オフィ
ス統合

269 59 自己資金 平成30年３月 平成30年11月

新大阪センター
(大阪市中央区)

金融サー
ビス事業

事務業務 移転 429 － 自己資金 平成30年３月 平成31年１月

(注) 上記金額には消費税等は含まれておりません。

(2) 重要な設備の除却等

　 該当事項はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】
　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 2,240

計 2,240

② 【発行済株式】
　

種類
中間会計期間末現在

発行数(株)
(平成30年８月31日)

提出日現在発行数(株)
(平成30年11月９日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

取引業協会名
内容

普通株式 560 560 非上場
単元株制度を採用して

おりません。

計 560 560 ― ―

(2) 【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

(4) 【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

(5) 【発行済株式総数、資本金等の状況】
　

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額

(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

平成30年３月８日（注） 546 560 － 14,374 － 15,664

　（注）株式分割（1：40）によるものです。

　

(6) 【大株主の状況】

平成30年８月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

㈱ＧＩＴ 東京都港区北青山二丁目５番１号 207 36.96

㈱ファミリーマート 東京都豊島区東池袋三丁目１番１号 153 27.32

㈱三井住友銀行 東京都千代田区丸の内一丁目１番２号 90 16.07

計 ― 450 80.36

　（注）1 上記のほか、自己株式110株（発行済株式総数に対する所有株式数の割合19.64％）があります。

2 前事業年度末において主要株主であった伊藤忠商事㈱は、当中間期末では主要株主ではなくなっておりま

す。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成30年８月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式(自己株式等) － － －

議決権制限株式(その他) － － －

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 110

－
権利内容に何ら限定のない当社におけ

る標準となる株式

完全議決権株式(その他) 普通株式 450 450 同上

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 560 － －

総株主の議決権 － 450 －

② 【自己株式等】

平成30年８月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)

ポケットカード㈱ 東京都港区芝一丁目５番９号 110 － 110 19.64

計 － 110 － 110 19.64

２ 【株価の推移】

当社株式は非上場でありますので、該当事項はありません。

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１．中間財務諸表の作成方法について

(1) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)

並びに、「クレジット産業に係る会計基準の標準化について」（通商産業省通達60産局291号）及び「信販会社の損

益計算書における金融費用の表示について」（日本公認会計士協会信販・クレジット業部会部会長報告）の趣旨に

基づいて作成しております。

(2) 当社は、前年同期においては四半期報告書を提出しており、前中間会計期間(平成29年３月１日から平成29年８月

31日まで)の中間財務諸表は作成しておりません。したがって、前中間会計期間との対比は行っておりません。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間会計期間(平成30年３月１日から平成30年８月31

日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより中間監査を受けております。

３．中間連結財務諸表について

当社は子会社がありませんので、中間連結財務諸表を作成しておりません。
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１ 【中間財務諸表等】

(1) 【中間財務諸表】

① 【中間貸借対照表】

(単位：百万円)

前事業年度
(平成30年２月28日)

当中間会計期間
(平成30年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,137 5,081

割賦売掛金 ※2 222,562 ※2 229,957

営業貸付金 ※3,※4,※6 35,544 ※3,※4,※6 34,745

貯蔵品 270 171

その他 8,233 7,358

貸倒引当金 ※6 △12,619 ※6 △12,816

流動資産合計 259,127 264,497

固定資産

有形固定資産 ※1 334 ※1 358

無形固定資産 3,183 2,864

投資その他の資産

投資その他の資産 4,692 4,797

貸倒引当金 △31 △34

投資その他の資産合計 4,660 4,762

固定資産合計 8,178 7,985

資産合計 267,306 272,483

負債の部

流動負債

買掛金 13,268 14,148

1年内返済予定の長期借入金 23,636 26,009

1年内償還予定の社債 10,000 10,000

コマーシャル・ペーパー 21,000 29,000

未払法人税等 860 1,293

その他の引当金 451 503

その他 ※7 5,660 ※7 6,216

流動負債合計 74,876 87,170

固定負債

社債 30,000 30,000

長期借入金 87,117 95,103

退職給付引当金 514 540

利息返還損失引当金 11,647 10,584

固定負債合計 129,278 136,227

負債合計 204,155 223,398
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成30年２月28日)

当中間会計期間
(平成30年８月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 14,374 14,374

資本剰余金

資本準備金 15,664 15,664

資本剰余金合計 15,664 15,664

利益剰余金

利益準備金 509 509

その他利益剰余金

別途積立金 24,285 24,285

繰越利益剰余金 8,321 10,636

利益剰余金合計 33,116 35,431

自己株式 △3 △16,383

株主資本合計 63,151 49,085

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 － △0

評価・換算差額等合計 － △0

純資産合計 63,151 49,085

負債純資産合計 267,306 272,483
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② 【中間損益計算書】

(単位：百万円)
当中間会計期間

(自 平成30年３月１日
　至 平成30年８月31日)

営業収益

信用購入あっせん収益 16,004

融資収益 2,572

その他の収益 1,262

営業収益合計 19,839

営業費用

販売費及び一般管理費

貸倒引当金繰入額 3,855

利息返還損失引当金繰入額 251

その他 11,055

販売費及び一般管理費合計 15,162

金融費用

支払利息 369

その他の金融費用 182

金融費用計 551

営業費用合計 15,714

営業利益 4,124

営業外収益

雑収入 16

営業外収益合計 16

営業外費用

雑損失 20

営業外費用合計 20

経常利益 4,120

特別利益

資産除去債務戻入益 21

特別利益合計 21

税引前中間純利益 4,142

法人税、住民税及び事業税 1,166

法人税等調整額 185

法人税等合計 1,351

中間純利益 2,790
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③ 【中間株主資本等変動計算書】

　当中間会計期間(自 平成30年３月１日 至 平成30年８月31日)

(単位：百万円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他資本

剰余金

資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計別途積立金
繰越利益

剰余金

当期首残高 14,374 15,664 － 15,664 509 24,285 8,321 33,116

当中間期変動額

中間純利益 2,790 2,790

自己株式の取得

自己株式の処分 △475 △475

利益剰余金から資本

剰余金への振替
475 475 △475 △475

株主資本以外の項目

の 当 中 間 期 変 動 額

（純額）

当中間期変動額合計 － － － － － － 2,314 2,314

当中間期末残高 14,374 15,664 － 15,664 509 24,285 10,636 35,431

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式

株主資本合

計

その他有価

証券評価差

額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 △3 63,151 － － 63,151

当中間期変動額

中間純利益 2,790 2,790

自己株式の取得 △22,813 △22,813 △22,813

自己株式の処分 6,433 5,957 5,957

利益剰余金から資本

剰余金への振替
－ －

株主資本以外の項目

の 当 中 間 期 変 動 額

（純額）

△0 △0 △0

当中間期変動額合計 △16,379 △14,065 △0 △0 △14,065

当中間期末残高 △16,383 49,085 △0 △0 49,085
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④ 【中間キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)
当中間会計期間

(自 平成30年３月１日
　至 平成30年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益 4,142

減価償却費 430

のれん償却額 188

貸倒引当金の増減額（△は減少） 199

利息返還損失引当金の増減額（△は減少） △1,063

割賦売掛金の増減額（△は増加） △7,394

営業貸付金の増減額（△は増加） 798

仕入債務の増減額（△は減少） 879

その他 1,674

小計 △144

法人税等の支払額 △696

営業活動によるキャッシュ・フロー △841

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △134

無形固定資産の取得による支出 △251

投資有価証券の取得による支出 △111

敷金の差入による支出 △272

その他 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー △770

財務活動によるキャッシュ・フロー

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） 8,000

長期借入れによる収入 23,272

長期借入金の返済による支出 △12,913

配当金の支払額 △0

自己株式の売却による収入 3,206

自己株式の取得による支出 △20,006

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,558

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △56

現金及び現金同等物の期首残高 5,137

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※1 5,081

決算短信（宝印刷） 2018年11月09日 13時54分 23ページ（Tess 1.50(64) 20180621_01）



― 20 ―

【注記事項】

(重要な会計方針)

１．資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

・その他有価証券

時価のないもの

移動平均法による原価法

(2) たな卸資産

・貯蔵品

最終仕入原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

２．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法

ただし、平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物 ３～22年

器具備品 ２～20年

また、平成19年３月31日以前に取得した有形固定資産については、償却可能限度額まで償却が終了した翌

年から５年間で均等償却する方法によっております。

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によってお

ります。

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

(4) 長期前払費用

定額法

３．繰延資産の処理方法

(1) 社債発行費

支出時に全額費用処理しております。

４．引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

金銭債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額のうち、当中間会計期間に負担すべき額を計上し

ております。

(3) ポイント引当金

カード利用促進を目的とするポイント制度に基づき、カード会員に付与したポイントによる費用負担に備

えるため、当中間会計期間末における費用負担見込額を計上しております。

(4) 退職給付引当金

従業員に対する退職給付に備えるため、当中間会計期間末における退職給付債務及び年金資産の見込額に

基づき計上しております。

・退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法につい

ては、期間定額基準によっております。

・数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(５年)による定額法に

より按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。

(5) 利息返還損失引当金

利息制限法上の上限金利を超過して支払われた利息の返還による損失に備えるため、当中間会計期間末に

おける損失発生見込額を計上しております。
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５．収益及び費用の計上基準

(1) 包括信用購入あっせん

顧客手数料………期日到来基準による残債方式

加盟店手数料……発生基準

(2) 個別信用購入あっせん

顧客手数料………期日到来基準による残債方式

加盟店手数料……発生基準

(3) 融資

発生基準による残債方式

(注) 計上方法の主な内容は次のとおりであります。

残債方式

元本残高に対して、一定の料率で手数料を算出し、期日到来の都度手数料算出額を収益計上する方法

６．中間キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

中間キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に

償還日の到来する短期投資からなっております。

７．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) のれんの償却方法及び償却期間

10年間で均等償却しております。

(2) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。ただし、固定資産に係る控除対象外消費

税等は長期前払消費税等として、投資その他の資産に計上し、５年間で均等償却を行っております。
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(中間貸借対照表関係)

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

前事業年度
平成30年２月28日

当中間会計期間
平成30年８月31日

有形固定資産の減価償却累計額 1,405百万円 1,450百万円

※２ 割賦売掛金残高は次のとおりであります。

前事業年度
平成30年２月28日

当中間会計期間
平成30年８月31日

包括信用購入あっせん 222,185百万円 229,570百万円

個別信用購入あっせん 376 〃 386 〃

計 222,562 〃 229,957 〃

　

※３ 営業貸付金の不良債権の状況は次のとおりであります。

区分
前事業年度

平成30年２月28日
当中間会計期間
平成30年８月31日

破綻先債権 94百万円 104百万円

延滞債権 1,117 〃 1,010 〃

３ヶ月以上延滞債権 462 〃 439 〃

貸出条件緩和債権 1,222 〃 1,120 〃

計 2,896 〃 2,674 〃

不良債権の内容は次のとおりであります。

(破綻先債権)
元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の

見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸付金(以下「未収利息不計上貸付金」)のうち、破産債権、
更生債権その他これらに準じる債権であります。

(延滞債権)

未収利息不計上貸付金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支
払を猶予したもの以外の債権であります。

(３ヶ月以上延滞債権)

元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３ヶ月以上延滞している貸付金で、破綻先債権及び延滞債権に該
当しないものであります。

(貸出条件緩和債権)

債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放
棄その他の債務者に有利となる取決めを行なった貸付金で、破綻先債権、延滞債権及び３ヶ月以上延滞債権に該
当しないものであります。

　

※４ 営業貸付金の貸出コミットメント

当社は、クレジットカード業務に附帯するキャッシング業務等を行っております。当該業務における当座貸越
契約及び貸出コミットメントに係る貸出未実行残高は次のとおりであります。

前事業年度
平成30年２月28日

当中間会計期間
平成30年８月31日

当座貸越極度額
及び貸出コミットメント総額

661,947百万円 613,332百万円

貸出実行残高 35,360 〃 34,599 〃

差引額 626,586 〃 578,732 〃

なお、同契約は融資実行されずに終了するものもあるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当社のキャッ
シュ・フローに影響を与えるものではありません。同契約には、顧客の信用状況の変化、その他相当の事由があ
る場合には、当社は、融資の拒絶又は利用限度額を減額することができる旨の条項がつけられております。
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５ 当座貸越契約（これに準ずる契約を含む。）及び貸出コミットメント契約

当座貸越契約（これに準ずる契約を含む。）及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高は次のとおりであ
ります。

前事業年度
平成30年２月28日

当中間会計期間
平成30年８月31日

当座貸越極度額
及び貸出コミットメント総額

30,000百万円 30,000百万円

借入実行残高 － 〃 － 〃

差引額 30,000 〃 30,000 〃

　

※６ 貸倒引当金のうち、営業貸付金に優先的に充当すると見込まれる利息返還見積額は次のとおりであります。

前事業年度
平成30年２月28日

当中間会計期間
平成30年８月31日

1,508百万円 1,325百万円

　

※７ 消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しております。

(中間損益計算書関係)

１ 減価償却実施額は次のとおりであります。

当中間会計期間
自 平成30年３月１日
至 平成30年８月31日

有形固定資産 81百万円

無形固定資産 348 〃

　２ 部門別取扱高は次のとおりであります。

部門別
当中間会計期間

自 平成30年３月１日
至 平成30年８月31日

包括信用購入あっせん 239,177百万円

個別信用購入あっせん 170 〃

融資 15,136 〃

その他 2,299 〃

計 256,784 〃
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(中間株主資本等変動計算書関係)

　当中間会計期間(自 平成30年３月１日 至 平成30年８月31日)

１．発行済株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首(株) 増加(株) 減少(株) 当中間会計期間末(株)

普通株式 14 546 － 560

　
(注)発行済株式の株式数の増加は、平成30年３月８日を効力発生日とした株式分割（１株につき40株の割合）によるも

のであります。

２．自己株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首(株) 増加(株) 減少(株) 当中間会計期間末(株)

普通株式 － 110 － 110

　
(注)自己株式の株式数の増加は、平成30年３月６日の取締役会決議による自己株式の取得によるものであります。

３．配当に関する事項

該当事項はありません。

(中間キャッシュ・フロー計算書関係)

※１ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりであ

ります。

当中間会計期間
自 平成30年３月１日
至 平成30年８月31日

現金及び預金 5,081百万円

現金及び現金同等物 5,081　〃
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(金融商品関係)

　金融商品の時価等に関する事項

中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、

時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（(注)２．参照）。

前事業年度（平成30年２月28日）
貸借対照表計上額

(百万円)
時価

(百万円)
差額

(百万円)

(１) 現金及び預金 (※1) 5,137 5,137 －

(２) 割賦売掛金 (※2) 222,562

貸倒引当金 △9,860

212,702 258,680 45,978

(３) 営業貸付金 (※3) 35,544

貸倒引当金 △2,431

33,113 39,875 6,762

資産計 250,952 303,694 52,741

(１) 買掛金 (※4) 13,268 13,268 －

(２) コマーシャル・ペーパー (※5) 21,000 21,000 －

(３) １年内償還予定の社債及び社債 (※6) 40,000 40,179 179

(４) １年内返済予定の長期借入金及び長期
借入金 (※7)

110,753 110,705 △47

負債計 185,021 185,153 131

　
当中間会計期間（平成30年８月31日）

中間貸借対照表
計上額
(百万円)

時価
(百万円)

差額
(百万円)

(１) 現金及び預金 (※1) 5,081 5,081 －

(２) 割賦売掛金 (※2) 229,957

貸倒引当金 △10,284

219,673 267,296 47,623

(３) 営業貸付金 (※3) 34,745

貸倒引当金 △2,258

32,487 38,491 6,003

資産計 257,242 310,869 53,627

(１) 買掛金 (※4) 14,148 14,148 －

(２) コマーシャル・ペーパー (※5) 29,000 29,000 －

(３) １年内償還予定の社債及び社債 (※6) 40,000 40,103 103

(４) １年内返済予定の長期借入金及び長期
借入金 (※7)

121,112 120,804 △307

負債計 204,260 204,056 △203
　
(注)１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券

資 産

(※1) 現金及び預金

預金はすべて預け入れ期間が短期であるため、時価は帳簿価額と近似しており、当該帳簿価額を時価として

おります。
　

(※2) 割賦売掛金及び(※3) 営業貸付金

中間期末日(期末日)現在の残高について、回収可能性を加味した元利金の見積将来キャッシュ・フローを市

場金利で割り引いた現在価値を時価としております。貸倒懸念債権等については時価は中間貸借対照表価額(貸

借対照表価額)から貸倒見積高を控除した金額に近似しているものと想定されるため、当該価額を時価としてお

ります。
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負 債

(※4) 買掛金及び(※5) コマーシャル・ペーパー

買掛金及びコマーシャル・ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似しており、当該帳簿

価額を時価としております。
　

(※6) １年内償還予定の社債及び社債

当社の発行する社債の時価は、市場価格のあるものについては市場価格に基づき、市場価格の無いものは、

元利金の合計額を当該社債の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いて時価を算定しております。
　

(※7) １年内返済予定の長期借入金及び長期借入金

長期借入金（関係会社長期借入金含む）は、一定期間毎に区分した元利金の合計額を、当中間会計期間にお

いて新たに締結した同種の借入契約の加重平均利率で割り引いて時価を算定しております。
　

(注)２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)

（単位：百万円）

区分 平成30年２月28日 平成30年８月31日

非上場株式(※) 114 225

(※) 非上場株式は市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価開示
の対象としておりません。

　

　

(有価証券関係)

その他有価証券

保有するその他有価証券は、全て非上場株式（当中間会計期間の中間貸借対照表計上額は225百万円、前事業
年度の貸借対照表計上額は114百万円）であり、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められ
ることから、時価を記載しておりません。

　

(資産除去債務関係)

事務所等の不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係る債務を資産除去債務として認識しており
ますが、当該債務の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。
なお、当該債務に関しては、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関する敷金の回収が最終的

に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法
によっております。
　

決算短信（宝印刷） 2018年11月09日 13時54分 30ページ（Tess 1.50(64) 20180621_01）



― 27 ―

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社は、「金融サービス事業」を単一の報告セグメントとしており、その他の事業は金額的重要性が乏しいため、

記載を省略しております。

【関連情報】

　 当中間会計期間(自 平成30年３月１日 至 平成30年８月31日)

　 １．製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記

載を省略しております。

　 ２．地域ごとの情報

(1) 営業収益

本邦の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

　 ３．主要な顧客ごとの情報

外部顧客への営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載を省

略しております。

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

当中間会計期間(自 平成30年３月１日 至 平成30年８月31日)

該当事項はありません。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

当中間会計期間(自 平成30年３月１日 至 平成30年８月31日)

当社は、「金融サービス事業」を単一の報告セグメントとしており、その他の事業は金額的重要性が乏しいた

め、記載を省略しております。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

当中間会計期間(自 平成30年３月１日 至 平成30年８月31日)

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

　１株当たり純資産額は、以下のとおりであります。

前事業年度
平成30年２月28日

当中間会計期間
平成30年８月31日

１株当たり純資産額 112,770,352.95円 109,078,872.95円

(注) 当社は、平成30年３月８日付で普通株式１株につき40株の株式分割を行っております。前事業年度の期首に
当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり純資産額を算定しております。

　
　１株当たり中間純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
当中間会計期間

自 平成30年３月１日
至 平成30年８月31日

１株当たり中間純利益 6,000,594.26円

（算定上の基礎）

中間純利益（百万円） 2,790

普通株主に帰属しない金額（百万円） －

普通株式に係る中間純利益（百万円） 2,790

普通株式の期中平均株式数（株） 465

(注)１ 潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　 ２ 当社は、平成30年３月８日付で普通株式１株につき40株の株式分割を行っております。当中間会計期間の

期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり中間純利益を算定しております。

(2) 【その他】

　 該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の参考情報】

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1) 有価証券報告書及びその添
付書類

事業年度
(第36期)

自 平成29年３月１日
至 平成30年２月28日

平成30年５月29日
関東財務局長に提出。

　
(2) 臨時報告書 企業内容等の開示に関する内閣府令

第19条第２項第４号（主要株主の異動）の規定
に基づく臨時報告書

平成30年３月15日
関東財務局長に提出。

企業内容等の開示に関する内閣府令
第19条第２項第９号（代表取締役の異動）の規
定に基づく臨時報告書

平成30年３月19日
関東財務局長に提出。

企業内容等の開示に関する内閣府令
第19条第２項第４号（主要株主の異動）の規定
に基づく臨時報告書

平成30年３月29日
関東財務局長に提出。

企業内容等の開示に関する内閣府令
第19条第２項第３号（親会社の異動）の規定に
基づく臨時報告書

平成30年８月20日
関東財務局長に提出。

(3) 発行登録書（普通社債）及
びその添付書類

平成30年３月20日
関東財務局長に提出。

　
(4) 訂正発行登録書 平成30年３月29日

関東財務局長に提出。

平成30年８月20日
関東財務局長に提出。

　

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の中間監査報告書

平成30年11月５日

ポケットカード株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 松 崎 雅 則 ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 山 﨑 健 介 ㊞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いるポケットカード株式会社の平成30年３月１日から平成31年２月28日までの第37期事業年度の中間会計期間(平成30年

３月１日から平成30年８月31日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本

等変動計算書、中間キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作

成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有

用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明

することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行

った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者

の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、

これに基づき中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の

一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務

諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続

が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法

人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な

情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに

経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

決算短信（宝印刷） 2018年11月09日 13時54分 34ページ（Tess 1.50(64) 20180621_01）



― 31 ―

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、ポケットカード株式会社の平成30年８月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間(平成30年

３月１日から平成30年８月31日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているもの

と認める。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
　

※１ 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会

社)が別途保管しております。

２ XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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